
はじめに

　我が国経済は新型コロナウイルス感染症の世界的流行に飲み込まれ、未曽有ともいえる危機的事態に直面した。感染リスク防止など
社会的要因により、需要が一気に蒸発するなど経済社会活動がほとんど機能不全に陥ったのである。
　このため、これまでの経済危機に対する政策は通用せず、個人の生活や中小を中心とした企業の経営に対する財政支援という社会政
策を優先せざるを得なかった。また、感染収束の見通しが不透明になったことから、当初想定された V 字回復は困難となり、企業も個
人も新型コロナウイルスの存在を前提とした「新しい日常」への対応を余儀なくされている。
　こうした状況を背景に税財政改革が一時棚上げ状態となる中、新型コロナ対策を目的とした二次にわたる今年度補正予算で約 58 兆
円近い赤字国債を追加発行するなど、財政の悪化は急速かつ深刻化する形となった。しかも本年の「経済財政運営と改革の基本方針」（骨
太の方針 2020）は、国家的課題である財政健全化について、堅持してきた 2025 年度の基礎的財政収支（プライマリーバランス =PB）
黒字化目標を明記しなかった。追加発行された国債の返済計画についても明確な言及はなかった。
　新型コロナ対策については先進各国も多額の国債を発行しているが、多くの国は返済計画の議論に入っており、我が国の財政規律の
緩さが際立っている。せめて返済財源については新型コロナ収束後を見据えつつ、現世代の負担で解消するよう早急に議論を開始すべき
であろう。
　今回のコロナ禍では、ほかにも我が国経済の弱点があらわになった。デジタル化対応の遅れや中小企業をはじめとした経営基盤の脆
弱さなどである。コロナ収束後に向け、禍を転じて福となすべく規制改革や税財政上の対応を積極的に進め経済再生に取り組まねばな
らない。

1．法人税関係

　中小企業は地域経済の担い手であるだけではなく、我が国経済の礎である。グローバル経済や厳しい環境変化に対応し、その存在感
を維持できるような税制の確立が求められる。
　そうした中で、中小企業は新型コロナ拡大による深刻な影響を受け不安が増幅している。さらに、自然災害による被害も多発するな
ど中小企業を取り巻く環境は一段と厳しさを増しており、事業を継続していくための税制措置の拡充等が必要である。

（1）法人税率の軽減措置
　中小法人に適用される軽減税率の特例 15% を本則化すべきである。また、昭和 56 年以来、800 万円以下に据え置かれている
軽減税率の適用所得金額を、少なくとも1,600 万円程度に引き上げる。なお、本制度は令和 3 年 3 月末日が適用期限となってい
ることから、直ちに本則化することが困難な場合は適用期限を延長する。

（2）中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置
　租税特別措置については、公平性・簡素化の観点から、政策目的を達したものは廃止を含めて整理合理化を行う必要はあるが、
中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置は、以下のとおり制度を拡充したうえで本則化すべきである。
①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、「中古設備」を含める。なお、それが直ちに困難な場合は、令和

3 年 3 月末日までとなっている特例措置の適用期限を延長する。
②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置については、損金算入額の上限（合計 300 万円）を撤廃し全額を損金算入

とする。
（3）中小企業の設備投資支援措置

　中小企業経営強化税制（中小企業等経営強化法）や、中小企業が取得する償却資産に係る固定資産税の特例（生産性向上特別
措置法）等を適用するに当たっては、手続きを簡素化するとともに、事業年度末（賦課期日）が迫った申請や認定について弾力的
に対処する。
　なお、「中小企業経営強化税制」、および令和元年度税制改正で創設された「中小企業防災・減災投資促進税制（中小企業強靭化法）」
は、令和 3 年 3 月末日が適用期限となっていることから、適用期限を延長する。

（4）役員給与の損金算入の拡充
①役員給与は原則損金算入とすべき

現行制度では、役員給与の損金算入の取り扱いが限定されており、とくに報酬等の改定には厳しい制約が課せられている。役員
給与は、本来、職務執行の対価であり、原則損金算入できるよう見直すべきである。

②同族会社も業績連動給与の損金算入を認めるべき
経営者の経営意欲を高め、企業に活力を与える観点から、同族会社における役員の業績連動給与についても、一定の要件のもと、
損金処理を認めるべきである。

（5）新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置の延長等
　新型コロナウイルスの収束時期は不透明であることから、中小企業の厳しい経営実態等を見極めながら、適用期限の延長や制度
を拡充すること。

２．消費税関係

　消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全化に欠かせないが、昨年 10 月に導入された軽減税率制度は事業者の事務負担が大きい
うえ、税制の簡素化、税務執行コストおよび税収確保などの観点から問題が多い。このため、かねてから税率 10% 程度までは単一税率

〇コロナ禍における厳しい経営環境を踏まえ、中小企業に実効性ある支援と税制措置を！
〇厳しい財政状況を踏まえ、コロナ収束後には本格的な税財政改革を！

去る 9 月 24 日開催の公益財団法人全国法人会総連合の理事会において「令和 3
年度税制改正に関する提言」が下記のとおり決議された。

　　税制改正に関する提言

令和 3 年度税制改正スローガン

税目別の具体的な課題
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が望ましく、低所得者対策は「簡素な給付措置」の見直しで対応するのが適当であることを指摘してきた。国民や事業者への影響、低
所得者対策の効果等を検証し、問題があれば同制度の是非を含めて見直しが必要である。

（1）現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」は、令和 3 年 3 月末日をもって適用が終了することとなっている。今般の新型
コロナにより、中小企業が多大な影響を受けていることを考慮すると、同特別措置の適用期限を延長するとともに、引き続き、中小
企業が適正に価格転嫁できるよう、さらに実効性の高い対策をとるべきである。

（2）消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重要な課題となっている。
消費税の制度、執行面においてさらなる対策を講じる必要がある。

（3）システム改修や従業員教育など、事務負担が増大する中小企業に対して特段の配慮が求められる。
（4）令和 5 年 10 月からの「適格請求書等保存方式」導入に向け、令和 3 年 10 月より「適格請求書発行事業者」の登録申請がはじまる。

こうした中で新型コロナの拡大が特に小規模事業者等の事業継続に多大な影響を与えている。これら事業者が事務負担増等の理由
により廃業を選択することのないよう、現行の「区分記載請求書等保存方式」を当面維持するなど、弾力的な対応が求められる。

3．事業承継税制関係

　我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献している。中小企業が相続税の負担等によっ
て事業が承継できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐことになる。平成 30 年度の税制改正では比較的大きな見直しが行われたが、
さらなる抜本的な対応が必要と考える。

（1）事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設
我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本格的な事業承継税制が必要である。
とくに、事業に資する相続については、事業従事を条件として他の一般資産と切り離し、非上場株式を含めて事業用資産への課税
を軽減あるいは免除する制度の創設が求められる。

（2）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
平成 30 年度税制改正では、中小企業の代替わりを促進するため、10 年間の特例措置として同制度の拡充が行われたことは評価で
きるが、事業承継がより円滑に実施できるよう以下の措置を求める。

①猶予制度ではなく免除制度に改める。
②新型コロナの影響などを考慮すると、より一層、平成 29 年以前の制度適用者に対しても適用要件を緩和するなど配慮すべきである。
③国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者に向けた制度周知に努める必要がある。なお、特例制度を適用するためには、令和 5

年 3 月末日までに「特例承継計画」を提出する必要があるが、この制度を踏まえてこれから事業承継の検討（後継者の選任等）を
始める企業にとっては時間的な余裕がないこと等が懸念される。このため、計画書の提出期限について配慮すべきである。

4．相続税・贈与税関係

　相続税の負担率はすでに先進主要国並みであることから、これ以上の課税強化は行うべきではない。なお、贈与税は経済の活性化に
資するよう、次のとおり見直すべきである。

（1）贈与税の基礎控除を引き上げる。
（2）相続時精算課税制度の特別控除額（2,500 万円）を引き上げる。

5．地方税関係
（1）固定資産税の抜本的見直し

　令和 2 年の全国の公示価格は 5 年連続で上昇し、地方圏においても、全用途平均、商業地が平成 4 年以来 28 年ぶりに上昇に
転じるなど、地価は全国的に上昇傾向が広がりはじめた。令和 3 年度は評価替えの年度となるが、今般の新型コロナは企業に多大
な影響を与えていることから、負担増とならないよう配慮すべきである。さらに、都市計画税と合せて評価方法および課税方式を
抜本的に見直すべきである。
　また、固定資産税は賦課課税方式であり、納税者自らが申告するものではないことから、制度に対する不信感も一部見受けられる。
地方自治体は、税の信頼性を高めるための努力が必要である。
①商業地等の宅地を評価するに当たっては、より収益性を考慮した評価に見直す。
②家屋の評価は、経過年数に応じた評価方法に見直す。
③償却資産については、納税者の事務負担軽減の観点から、「少額資産」の範囲を国税の中小企業の少額減価償却資産（30 万円）

にまで拡大するとともに、賦課期日を各法人の事業年度末とすること。また、諸外国の適用状況等を踏まえ、廃止を含め抜本的
に見直すべきである。

④固定資産税の免税点については、平成 3 年以降改定がなく据え置かれているため、大幅に引き上げる。
⑤国土交通省、総務省、国税庁がそれぞれの目的に応じて土地の評価を行っているが、行政の効率化の観点から評価体制は一元化

すべきである。

（2）事業所税の廃止
　市町村合併の進行により課税主体が拡大するケースも目立つ。事業所税は固定資産税と二重課税的な性格を有することから廃止
すべきである。

（3）超過課税
　住民税の超過課税は、個人ではなく主に法人を課税対象としているうえ、長期間にわたって課税を実施している自治体も多い。課
税の公平を欠く安易な課税は行うべきでない。

（4）法定外目的税
　法定外目的税は、税の公平性・中立性に反することのないよう配慮するとともに、税収確保のために法人企業に対して安易な課
税は行うべきではない。

6．その他
（1）配当に対する二重課税の見直し

　配当については、現行の配当控除制度で法人税と所得税の二重課税の調整が行われているものの不十分であり、さらなる見直し
が必要である。

（2）電子申告
　国税電子申告（e-Tax）の利用件数は年々拡大してきているが、さらなる促進を図る観点から、制度の一層の利便性向上と、地
方税の電子申告（eLTAX）とのシステム連携を図る必要がある。
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藤沢法人会は
e-Taxを推進しています！


